
事 務 連 絡 

令和４年４月 13 日 

 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その４） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主

管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期

高齢者医療主管課(部)あて連絡しましたので、別添団体各位におかれましても、

関係者に対し周知を図られますよう協力方お願いいたします。 

 



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 

 



 

 

事  務  連  絡 

令和４年４月１ ３日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その４） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月

４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添のとおり取りまとめたので、本

事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 



 

（別添） 

 

医－1 
 

医科診療報酬点数表関係 

 

【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】 

問１ 区分番号「Ａ０００」初診料の注 11 及び区分番号「Ａ００１」再診料

の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「Ａ２３４－２」

感染対策向上加算の施設基準の届出について、「当該加算の届出について

は実績を要しない」こととされているが、この「実績」とは、具体的には

何の実績を指すのか。 

（答）各加算について、以下の①から③までにそれぞれ掲げる施設基準通知の内

容に係る実績を指す。 

なお、施設基準通知に記載のとおり、外来感染対策向上加算及び感染対策

向上加算については、届出に際して、当該実績を要しないとしていることに

留意すること。 

 

① 外来感染対策向上加算 

・ 「職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院内感染対策

に関する研修を行っていること」における研修の実施 

・ 「院内感染管理者は、少なくとも年２回程度、感染対策向上加算１に

係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内

感染対策に関するカンファレンスに参加していること」におけるカン

ファレンスへの参加 

・ 「感染対策向上加算１に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会

が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくと

も年１回以上参加していること」における訓練への参加 

 

② 感染対策向上加算１ 

・ 「職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院内感染対策

に関する研修を行っていること」における研修の実施 

・ 「保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算２又は３に係

る届出を行った保険医療機関と合同で、少なくとも年４回程度、定期的

に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録して

いること。また、このうち少なくとも１回は、新興感染症の発生等を想

定した訓練を実施すること」におけるカンファレンス及び訓練の実施 

・ 「他の保険医療機関（感染対策向上加算１に係る届出を行っている保

険医療機関に限る。）と連携し、少なくとも年１回程度、当該加算に関

して連携するいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添６の別紙 24



 

（別添） 

 

医－2 
 

又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当

該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年１回程

度、他の保険医療機関（感染対策向上加算１に係る届出を行っている保

険医療機関に限る。）から当該評価を受けていること」における評価の

実施及び他の保険医療機関から評価を受けること 

・ 「抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年２回実

施」における研修の実施 

 

③ 感染対策向上加算２及び感染対策向上加算３ 

・ 「職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院内感染対策

に関する研修を行っていること」における研修の実施 

・ 「少なくとも年４回程度、感染対策向上加算１に係る届出を行った医

療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参

加していること」におけるカンファレンスへの参加 

・ 「感染対策向上加算１に係る届出を行った保険医療機関が主催する新

興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年１回以上

参加していること」における訓練への参加 
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